
静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

静岡県規則第36号

静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則

静岡県税賦課徴収規則（昭和47年静岡県規則第15号）の一部を次のように改正する。
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条の４第１号に規定する日がその期限」に改める。

様式第36号の２（裏）中「その期限が地方税法第19条の４第１号に規定する日」を「地方税法第19条の４

第１号に規定する日がその期限」に改める。

様式第86号（裏）及び様式第87号（裏）中「規定より」を「規定により」に、「第53条第20項、第34項、

第37項、第38項」を「第53条第32項、第55項、第58項、第59項」に、
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様式第88号（裏）中「規定より」を「規定により」に、「第53条第20項、第34項、第37項、第38項」を

「 「

「第53条第32項、第55項、第58項、第59項」に、 を に改める。

」 」

様式第98号を次のように改める。
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様式第98号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

納 税 証 明 書 交 付 請 求 書

（注）１ 太線の枠内に必要事項を記入してください。

２ 請求者本人（法人にあつては、代表者本人）であることを確認できる書類（運転免許証等）を

提示してください。

３ 代理人が請求する場合は、委任状を添付するとともに、代理人本人であることを確認できる書

類（運転免許証等）を提示してください。

年 月 日

財務事務所長 様

下記のとおり納税証明書の交付を請求します。

請 求 者

納 税 者 又 は

特別徴収義務者

住 所 又 は

所 在 地

フ リ ガ ナ

氏名又は法人

の名称及び

代表者氏名

電 話 番 号

代 理 人
氏 名

請求枚数
枚電 話 番 号

証 明 書

使 用 目 的

□建設業許可等に関する書類提出 □所有権解除 □官公署への提出

□入札参加（資格申請・指名願） □資金借入 □酒類製造・販売免許申請

□公益法人（認定申請・事業報告） □帰化申請 □その他（ ）

証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項

・
未
納
税
額
に
関
す
る
証
明

納
付
す
べ
き
税
額
・
納
付
済
額

□法人県民税
年 月 日から

年 月 日まで

□法人事業税

特別法人事業税

地方法人特別税

年 月 日から

年 月 日まで

□個人事業税 年度

□自動車税種別割

□静岡 □浜松 □沼津 □伊豆 □富士山

登録番号

□その他の税目

（ 税）

そ
の
他
の
証
明

□県税等の未納がないことの証明

※税目を指定する場合は、以下の税目にチェックを入れてください。

□法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税

□個人事業税 □その他の税目（ 税）

□県税等の滞納処分を受けたことがないことの証明

□課税したことがないことの証明

□県税等の未納がないこと及び滞納処分を受けたことがないことの証明（酒販免許申請）

証明書受領者



様式第101号中

「

」

を

「

」

に改め、同様式（注）を次のように改める。

（注）１ 請求者本人（法人にあつては、代表者本人）であることを確認できる書類（運転免許証等）を

提示してください。

２ 代理人が請求する場合は、委任状を添付するとともに、代理人本人であることを確認できる書

類（運転免許証等）を提示してください。

３ ※印の箇所は、記入しないでください。

４ 不要の文字は、抹消してください。

附 則

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に改正前の静岡県税賦課徴収規則の様式（以下「旧様式」という｡)により提出さ

れている請求書は、改正後の静岡県税賦課徴収規則の相当する様式により提出された請求書とみなす。

３ この規則の施行の際現に旧様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができ

る。

（申 請 者）

住所又は

所 在 地

氏名又は

名 称 ㊞

代理人氏名

年 月 日

財務事務所長 様

（
納
税
者
）

請
求
者

住 所 又 は
所 在 地

氏名又は法人
の名称及び
代表者氏名

代
理
人

氏 名

年 月 日

財務事務所長 様


